
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
被
用
者
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
被
用
者
に
は
被
用
者
保
険
を
適
用
す
る
と
の
考
え
方
に
立
ち
、
個
人
事
業
所
に
係
る

適
用
業
種
の
見
直
し
も
含
め
た
更
な
る
適
用
拡
大
に
向
け
、
検
討
を
促
進
す
る
こ
と
。
特
に
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
被

用
者
保
険
の
適
用
に
係
る
企
業
規
模
要
件
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
経
過
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
撤

廃
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
よ
り
保
険
料
負
担
が
増
加
す
る
中
小
企
業
に
対
す
る
支
援

の
拡
充
等
を
進
め
つ
つ
、
で
き
る
限
り
早
期
の
撤
廃
に
向
け
、
速
や
か
に
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
労
働
時
間

要
件
及
び
賃
金
要
件
に
係
る
適
用
拡
大
に
つ
い
て
も
検
討
に
着
手
し
、
早
期
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二
、
被
用
者
保
険
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
用
さ
れ
ず
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
適
用
の

徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
労
働
政
策
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
脱
法
的
な
被
用
者
保
険
の
適
用
逃
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

を
講
ず
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
・
徴
収
対
策
に
係
る
日
本
年
金
機
構
の
組
織
体
制
の
強
化
を
進
め
る



こ
と
。 

三
、
複
数
の
雇
用
関
係
に
基
づ
き
複
数
の
事
業
所
で
勤
務
す
る
者
が
、
い
ず
れ
の
事
業
所
に
お
い
て
も
単
独
で
は
適
用
要
件
を

満
た
さ
な
い
が
労
働
時
間
等
を
合
算
し
て
適
用
要
件
を
満
た
す
場
合
に
つ
い
て
、
更
な
る
企
業
規
模
要
件
の
見
直
し
と
あ
わ

せ
、
実
務
上
の
実
行
可
能
性
も
踏
ま
え
つ
つ
、
雇
用
保
険
の
取
扱
い
等
も
考
慮
し
、
該
当
す
る
労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
保
障

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

四
、
次
期
財
政
検
証
に
向
け
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
伴
う
急
速
な
景
気
後
退
や
暮
ら
し
方
、
働
き
方
の

変
化
等
に
よ
る
社
会
経
済
へ
の
長
期
的
な
影
響
等
に
つ
い
て
、
早
期
に
検
討
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
財
政
検
証

を
実
施
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
次
期
財
政
検
証
で
は
、
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
や
実
質
賃
金
上
昇
率
の
長
期
の
前
提
に
つ
い

て
足
下
の
状
況
を
踏
ま
え
、
現
実
的
か
つ
多
様
な
経
済
前
提
の
下
で
そ
の
結
果
を
示
す
と
と
も
に
、
モ
デ
ル
年
金
世
帯
以
外

の
多
様
な
世
帯
の
所
得
代
替
率
を
試
算
す
る
な
ど
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
検
証
を
行
う
こ
と
。 

五
、
前
回
の
財
政
検
証
後
に
行
わ
れ
た
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
で
指
摘
さ
れ
た
確
率
的
将
来
見
通
し
と
分
布
推
計
に
つ
い
て
、
引
き
続

き
そ
の
実
現
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
々
な
課
題
を
含
め
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
検
討
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。 

六
、
基
礎
年
金
制
度
の
創
設
時
に
お
い
て
、
基
礎
年
金
が
国
民
の
老
後
生
活
の
基
礎
的
部
分
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ



れ
た
経
緯
も
踏
ま
え
、
将
来
の
所
得
代
替
率
の
低
下
が
見
込
ま
れ
る
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
の
引
上
げ
等
を
図
る
た
め
、
国

民
年
金
の
加
入
期
間
を
延
長
し
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
年
数
の
上
限
を
四
十
五
年
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
基
礎
年
金
国
庫
負
担
の
増
加
分
の
財
源
確
保
策
も
含
め
、
速
や
か
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

七
、
年
金
の
繰
下
げ
受
給
に
つ
い
て
は
、
年
金
額
が
増
額
さ
れ
る
一
方
で
、
加
給
年
金
や
振
替
加
算
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
る
こ
と
や
、
社
会
保
険
料
、
所
得
税
、
住
民
税
等
の
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
形
で

周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
国
民
が
年
金
額
と
社
会
保
険
料
等
の
負
担
の
変
化
を
簡
易
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
方
策
を

検
討
す
る
こ
と
。 

八
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
等
が
管
理
・
運
用
す
る
年
金
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
専
ら
被
保
険

者
の
利
益
の
た
め
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
か
ら
、
市
場
の
動
向
等
を
踏
ま
え
た
適
切
な

リ
ス
ク
管
理
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
国
民
が
理
解
し
や
す
い
情
報
開
示
に
努
め
る
と
と
も
に
、
会
計
検
査
院
か
ら
開
示
を
求

め
ら
れ
て
い
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
等
の
中
長
期
の
リ
ス
ク
情
報
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
業
務
概
況
書
に
記
載
す
る
な
ど

少
な
く
と
も
年
一
回
は
公
表
す
る
こ
と
。
な
お
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
経
営
委
員
会
の
委
員
構
成
な
ど
年
金
積
立
金
の
管
理
運
用
に

関
し
て
、
諸
外
国
の
実
態
に
も
倣
い
、
被
保
険
者
の
代
表
の
意
向
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
等
を
念
頭
に
置
い
た
制
度
運



営
や
見
直
し
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

九
、
自
営
業
者
等
の
高
齢
期
の
経
済
基
盤
の
充
実
を
図
る
た
め
、
国
民
年
金
基
金
や
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）

へ
の
加
入
の
促
進
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者
手
数
料
等
に
係
る
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、

国
民
年
金
基
金
連
合
会
等
に
対
し
、
手
数
料
の
算
定
根
拠
に
関
す
る
情
報
公
開
を
定
期
的
に
行
う
よ
う
促
す
こ
と
。 

十
、
昭
和
六
十
一
年
の
制
度
創
設
以
降
、
共
働
き
世
帯
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
と
い
っ
た
時
代
の
変
化
を
踏
ま
え
、
国
民
年

金
第
三
号
被
保
険
者
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
一
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
で
あ
る
高
齢
者
等
の
生
活
状
況
、
低
所
得
者
対
策
の
実
施

状
況
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
等
を
勘
案
し
、
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
。 

十
二
、
今
後
、
社
会
保
障
の
支
え
手
で
あ
る
現
役
世
代
の
負
担
増
が
見
込
ま
れ
る
中
、
特
に
子
育
て
世
代
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、
被
用
者
保
険
に
は
産
前
産
後
・
育
児
休
業
期
間
の
保
険
料
の
免
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
財
政

負
担
の
在
り
方
に
も
留
意
し
つ
つ
、
国
民
年
金
に
お
け
る
本
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
検
討
と
併
せ
て
国
民
健
康
保
険
の
保

険
料
に
お
け
る
配
慮
の
必
要
性
や
在
り
方
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


